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１ 新しい土地利用制度

加西市特定用途制限地域
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新しい土地利用制度（非線引き都市計画区域への移行）

① 市街化区域と市街化調整区域を設定している「線引き都市計画区域」から、「非線引き都市計画区域」に分離・移行
既存の都市計画の名称が、「東播都市計画」から「加西都市計画」に変更となります。

② 旧市街化調整区域側では、「特定用途制限地域」を設定して市条例により建築の規制誘導を図ります。
特別指定区域は廃止されます。特別指定区域から特定用途制限地域へ代わるとご理解ください。

③ 旧市街化区域側では、市街地としてのまちづくりを維持するため「用途地域」を存置
用途地域が残りますので、北条町、産業団地などでは建築の規制に変更はありません。

④ 現在の都市計画区域外は、そのまま残ります。建築の規制に変更はありません。

⑤ 「地区計画」は存置し、地域ごとの特性に見合った土地利用を進める。
現在の市街化調整区域内の地区計画は、「加西市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の
規定に応じた建築の規制が、現在と変わらず続きます。
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都市計画区域外

北条市街化区域

産業団地
工業地域

市街化調整区域

市街化区域

移行

特定用途制限地域

用途地域

都市計画区域外

北条用途地域

産業団地
工業地域

中野市街化区域 中野用途地域

変わらずそのまま

市街化区域ではなくなるが、

用途地域は残る

市街化区域ではなくなるが、

用途地域は残る

市街化区域ではなくなるが、

用途地域は残る

• 旧市街化区域・・・北条、中野市街地、鎮岩工業団地、加西南産業団地、加西工業団地、加西東産業団地、
繁昌町国道372号沿道、鶉野飛行場跡地東部地区

• 旧市街化調整区域・・・旧市街化区域及び都市計画区域外の区域
• 都市計画区域外・・・西在田地区及び泉地区の一部

新しい土地利用制度（線引き廃止前後の比較） 4



新しい土地利用制度とは？
建築の規制が変わる地域、変わらない地域

• 旧市街化区域 ・・・用途地域が残るため、建築の規制に
変更はありません。（農地転用は許可制に変わります）

• 都市計画区域外・・・建築の規制に変更はありません。
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• 旧市街化調整区域・・・建築の規制が緩和されます。
※ただし、土地利用のルールを定めるので、どこでも、何でも建築できません。

① 建築許可が不要になります。 建築許可を取る図面作成費用に数十万円でした。

※建築確認申請、区域面積3,000㎡以上が対象の開発許可、区域面積1,000㎡以上が対象
の市開発調整条例の手続きは必要です。

① 誰でも住宅建築が可能になります。 不可能でした。

② 住宅兼カフェなど兼用住宅の建築が可能になります。 特別な許可が必要で、

相当の時間と費用が必要でした。

③ 空き家活用がし易くなります。 用途変更許可を取る図面費用に数十万円必要でした。

④ 既存工場などの拡張・移転がしやすくなります。 不可能でした。

※建築ルールは特定用途制限地域ごとに異なります。

※農地転用を要するものについては「転用できる場合に限る。」との条件が付きます。



２ 加西市特定用途制限地域内における建築物
等の用途の制限に関する条例について

・条例案や指定区域図（案）については、参考図書として市
HPに掲載しております。
・条例の施行日は区域区分廃止決定と同日となります
（R8年３月末予定）
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２-1 加西市特定用途制限地域で建築できる
用途

7



特定用途制限地域の各地区のイメージ 8

特定用途制限地域の指定にあたり、加西市独自の類型を10種類設け、建築できる建築物を規定

地区系統 地区細区分
地区
表示色

指定面積（案） 面積比率 指定する地域
土地利用
計画の区分

まちづくりの目的

集落活力維持地区 226.4ha 2.1%
集落区域
活力維持型

現状維持

集落活力再生地区 803.8ha 7.3%
集落区域
活力再生型

若者世代の受け入れに
よる地域活性化

集落産業共生地区 672.3ha 6.1%
集落区域
産業共生型

地域産業と集落活性化
の共存共栄

既存事業所等誘導地区 368.5ha 3.3%
既存事業所とその

周辺
既存事業所等の保全・
育成

産業施設等周辺地区 210.6ha 1.9%
幹線道路沿道など
産業用地適地

産業施設集積、拠点形
成

観光系 地域資源活用地区 816.3ha 7.4%
ゴルフ場など観光・
運動系施設周辺

特定区域
商業型
森林区域

観光、運動等の振興に
資する施設の保全・立
地誘導

拠点形成系 地域拠点形成地区 100.3ha 0.9%

学校跡地、かさいセ
ントラルスクエアな
ど新しい地域の拠

点

小中学校跡地の活用、
新病院など、小学校区
における拠点形成

公共公益系
公共公益施設等周辺地
区

189.5ha 1.7%

教育施設、公民館、
福祉施設、下水処理

施設など

公共公益施設の維持・
保全

農業保全地区 白抜き 3,884.0ha 35.2%
農用地区域など一
団の優良農地

守るべき優良農地の維
持・保全

山林保全地区 3,793.9ha 34.4%

保安林、地域森林計
画対象民有林など
一団の山林

守るべき山林の維持・
保全

計 11,031.0ha 100.3%

集落系 集落、集落周辺

工業系
特定区域
工業運輸型

特定区域
公共公益型

保全系
農業区域
森林区域
保全区域

地区の位置を示した計画図（案）、建築できる用途を示した市条例（案）については市ホームページで公開中です。



特定用途制限地域における建築物の用途制限 本表は簡易なものです。詳細は
次ページ以降でご確認下さい。
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※R7年11月時点の案であり、今後変更する可能性があります

• 公共公益施設等周辺地区

自家用・事業用倉庫 面積修正

６００㎡以下 制限なし

集落活力
維持地区

集落活力
再生地区

集落産業
共生地区

既存事業所
等周辺地区

産業施設等
周辺地区

地域資源
活用地区

地域拠点
形成地区

公共公益
施設等
周辺地区

農業保全
地区

山林保全
地区

戸建て住宅 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

共同住宅等 × ▲
500㎡以下

▲
500㎡以下

▲
500㎡以下

○ ○ ○ ○ × ×

▲
300㎡以下

▲
300㎡以下

▲
300㎡以下

▲
500㎡以下

▲
500㎡以下

▲
1,500㎡以下

▲
6,000㎡以下

▲
500㎡以下

× ▲
300㎡以下

▲
300㎡以下

▲
300㎡以下

▲
600㎡以下

▲
6,000㎡以下

○ ▲
1,500㎡以下

▲
6,000㎡以下

○ × ▲
600㎡以下

× ▲
300㎡以下

▲
300㎡以下

× × ○ ○ × × ▲
600㎡以下

× ▲
300㎡以下

▲
300㎡以下

▲
600㎡以下

▲
600㎡以下

▲ ○ ○ × ▲
600㎡以下

× × × × × × × × × ×

診療所、こども園等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲

病院、大学等 × × ▲
300㎡以下

▲ ▲ ▲ ○ ○ × ×

老人福祉センター等 ▲
300㎡以下

▲
300㎡以下

▲
600㎡以下

▲
600㎡以下

▲
600㎡以下

○ ○ ○ × ×

倉庫業倉庫 × × × × ○ × ▲
6,000㎡以下

× × ×

自家用・事業用倉庫 ▲
300㎡以下

▲
300㎡以下

▲
600㎡以下

▲
6,000㎡以下

○ ▲
600㎡以下

▲
6,000㎡以下

○ × ▲
600㎡以下

車庫 ▲
300㎡以下

▲
300㎡以下

▲
300㎡以下

○ ○ ○ ○ ○ ▲
100㎡以下

▲
300㎡以下

原動機あり工場 ▲
50㎡以下

▲
150㎡以下

▲
600㎡以下

▲
6,000㎡以下

○ ▲
600㎡以下

▲
6,000㎡以下

▲
600㎡以下

× ×

原動機なし工場 ▲
150㎡以下

▲
300㎡以下

▲
600㎡以下

▲
6,000㎡以下

○ ▲
600㎡以下

▲
6,000㎡以下

▲
600㎡以下

× ×

※１　上表にかかわらず他法令（農振法、森林法など）で制限をうける土地では建築できません。

※２　表中の▲は建築物の規模又は用途の一部を制限しているものを表します。

※３　農業用施設はどの地区でも建築できます。（他法令で制限を受ける土地では建築できないことがあります。）

運動施設

遊戯施設、風俗施設

公益
施設

工場

倉庫

住宅

店舗、飲食店

事務所

ホテル、旅館



• 「山林保全地区」以外の地区で、一戸建て住宅は建築可能です。

•農家、地縁者、分家など「者」の制限はなくなり、誰でも住宅が建築可能になります。

•住宅と店舗、事務所などの用途を兼ねた兼用住宅が建築可能になります。

•集落系地区として３種類（黄色、オレンジ、ピンク）の特定用途制限地域を指定します。
「集落活力維持地区」以外の２地区では、小規模な共同住宅、長屋が建築可能です。

・産業系地区の２種類（青色、水色）は共同住宅、長屋が建築可能です。

※R7年11月時点の案であり、今後変更する可能性があります

特定用途制限地域における建築物の用途制限 （1/7） 住宅等 10

集
落
活
力

維
持
地
区

集
落
活
力

再
生
地
区

集
落
産
業

共
生
地
区

既
存
事
業
所

等
周
辺
地
区

産
業
施
設
等

周
辺
地
区

地
域
資
源

活
用
地
区

地
域
拠
点

形
成
地
区

公
共
公
益

施
設
等

周
辺
地
区

農
業
保
全

地
区

山
林
保
全

地
区

一戸建ての住宅 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿 × ⑤ ⑤ ⑤ ○ ○ ○ ○ × × ⑤床面積500㎡以内

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

※　本表に掲載した制限とは別に、農地法、農振法、森林法など他法令の規定により制限をうけることがあります。

特定用途制限地域　地区名
※右欄の地区名称は縦書き

備
　
考

住宅、
共同住宅、
寄宿舎、
下宿

兼用住宅で、非住宅部分の床面積の合計が、50
㎡以内かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの

建築物の種類

建築基準法の分類



• 集落系3地区では、小規模な店舗（集落活力維持地区のみ２低専並、その他は１中高並）も建築可能。

※R7年11月時点の案であり、今後変更する可能性があります
。

特定用途制限地域における建築物の用途制限 （２/7） 店舗等

• 県の広域土地利用プログラムの上限6,000㎡超の大規模店舗の立地に当たっては、地区計画等の活用を検討
しますので、随時、加西市都市計画課にご相談下さい。

• 「地域資源活用地区（濃茶色）」（ゴルフ場等観光資源がある土地）では床面積1500㎡まで建築可能。

• 「地域拠点形成地区（薄茶色）」（小中学校跡地、新病院周辺）では床面積6,000㎡まで建築可能。
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集
落
活
力

維
持
地
区

集
落
活
力

再
生
地
区

集
落
産
業

共
生
地
区

既
存
事
業
所

等
周
辺
地
区

産
業
施
設
等

周
辺
地
区

地
域
資
源

活
用
地
区

地
域
拠
点

形
成
地
区

公
共
公
益

施
設
等

周
辺
地
区

農
業
保
全

地
区

山
林
保
全

地
区

□ ■ ■ ■ ■ ○ ○ ○
□
▲

■

□

■

▲

日用品販売店舗、喫茶店、理髪店
等のサービス業用店舗
□に加えて物品販売店舗、飲食
店、損保代理店等のサービス業用
店舗
一戸建ての住宅に兼用又は併用す
るものに限る

□
④

■
④

■
④

■ ■ ○ ○
■
④

□
③
▲

△
④

□

■

△

③
④
▲

日用品販売店舗、喫茶店、理髪店
等のサービス業用店舗
□に加えて物品販売店舗、飲食
店、保険代理店等のサービス業店
舗
■から保険代理店等サービス業店
舗を除いた店舗
床面積200㎡以内
床面積300㎡以内
一戸建ての住宅に兼用又は併用す
るものに限る

× × × × × ○ ○ × × ×

× × × × × ▲ ○ × × × ▲ 運動施設に附属するものに限る

× × × × × × ⑨ × × × ⑨ 床面積6,000㎡以内

× × × × × × × × × ×

※　本表に掲載した制限とは別に、農地法、農振法、森林法など他法令の規定により制限をうけることがあります。

　　　　　　　　　〃
1,500㎡を超え、3,000㎡以内のもの

　　　　　　　　　〃
3,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの

　　　　　　　　　〃
10,000㎡を超えるもの

店
舗
等

備
　
考

店舗等の床面積の合計が
150㎡以内のもの

　　　　　　　　　〃
150㎡を超え、500㎡以内のもの

　　　　　　　　　〃
500㎡を超え、1,500㎡以内のもの

特定用途制限地域 地区名

※右欄の地区名称は縦書き

建築物の種類

建築基準法の分類



※R7年11月時点の案であり、今後変更する可能性があります

特定用途制限地域における建築物の用途制限 （３/７） 事務所等

• 農業保全地区以外で、事務所が建築可能になります（者の要件はありません）

• 住宅に事務所を兼ねる兼用住宅の建築が可能になります。
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地
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農
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全

地
区

山
林
保
全

地
区

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

④ ④ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ④ 床面積300㎡以内

× × ⑥ ○ ○ ○ ○ ○ × ⑥ ⑥ 床面積600㎡以内

× × × ○ ○ × ○ ○ × ×

× × × ⑨ ○ × ⑨ ○ × × ⑨ 床面積6000㎡以内

× × × × ○ × × ○ × ×

そ
の
他

× × ⑥ ⑨ ○ ⑥⑪ ○ ○ × ×

⑥
⑨
⑪

床面積600㎡以内
床面積6000㎡以内
運動施設又は食料品製造
業若しくは飲料・たばこ・飼
料製造業を営む事業所に
附属するもので床面積
3000㎡以内

※　本表に掲載した制限とは別に、農地法、農振法、森林法など他法令の規定により制限をうけることがあります。

研究所又は研修所

備
　
考

事
務
所
等

事務所等の床面積の合計が
150㎡以内のもの

　　　　　　　　　〃
150㎡を超え、500㎡以内のもの

　　　　　　　　　〃
500㎡を超え、1,500㎡以内のもの

　　　　　　　　　〃
1,500㎡を超え、3,000㎡以内のもの

　　　　　　　　　〃
3,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの

　　　　　　　　　〃
10,000㎡を超えるもの

兼用住宅で、非住宅部分の床面積の合計が、50
㎡以内かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの

特定用途制限地域 地区名

※右欄の地区名称は縦書き

建築物の種類

建築基準法の分類



※R7年11月時点の案であり、今後変更する可能性があります

特定用途制限地域における建築物の用途制限 （４/７） 倉庫等

• 市全域で単独車庫の建築が可能になります。

• 倉庫業を営んでいない倉庫は、自己用・事業用に関わらず、床面積上限に違いはありますが、

「農業保全地区以外」で建築可能になります。

• 倉庫業倉庫は、「産業施設等周辺地区」及び「地域拠点形成地区」で建築可能です。
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区
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等
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区
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④ ④ ④ ○ ○ ○ ○ ○ ② ④
②
④
床面積100㎡以内
床面積300㎡以内

④ ④ ④ ○ ○ ○ ○ ○ ② ④
②
④
床面積100㎡以内
床面積300㎡以内

× × × × ○ × ⑨ × × × ⑨ 床面積6000㎡以内

× × × × × ○ ○ ○ ○ ○

④ ④ ⑥ ⑨ ○ ⑥⑪ ⑨ ○ × ⑥

④
⑥
⑨
⑪

床面積300㎡以内
床面積600㎡以内
床面積6000㎡以内
運動施設又は食料品製造業若し
くは飲料・たばこ・飼料製造業を
営む事業所に附属するもので床
面積3000㎡以内

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

床面積が15㎡以内の畜舎 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

駐輪場 ④ ④ ④ ○ ○ ○ ○ ○ ② ④
②
④

床面積100㎡以内
床面積300㎡以内

※　本表に掲載した制限とは別に、農地法、農振法、森林法など他法令の規定により制限をうけることがあります。

そ
の
他

備
　
考

倉庫業倉庫

建築物附属車庫

単独車庫工
場

、
倉
庫
等

▲　附属建築物に限る

床面積が15㎡を超える畜舎

倉庫業を営んでいない倉庫（農業用倉庫を除く。）

農業用倉庫

農業用施設（畜舎を除く。）

特定用途制限地域 地区名

※右欄の地区名称は縦書き

建築物の種類

建築基準法の分類

例） 調整区域では自宅の道向かいの自己所有地で車庫が建築不可能→廃止後は、建築可能。



※R7年11月時点の案であり、今後変更する可能性があります

特定用途制限地域における建築物の用途制限 （５/７） 工場等

• 集落内工場の用途について、「集落活力維持地区」で準住居地域程度、「集落活力再生地区」で
近隣商業地域程度、「集落産業共生地区」で準工業地域程度で、床面積300～600㎡以内。

• 特定用途制限地域において建築できる建築物の用途は、基本的に建築基準法別表第２を基に規定していま
す。建築できる工場等の業種、原動機の有無・出力の上限等については、特定用途制限地域の規定と建築基
準法の規定を照らし合わせて、確認をお願いします。

• 「既存事業所等周辺区域」は準工業地域同等で床面積6000㎡以内、「産業施設等周辺地区」は
工業地域同等で床面積制限なし、幹線道路沿道など産業用地適地に指定
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区
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周
辺
地
区

農
業
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全

地
区
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保
全

地
区

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○
▲

一戸建ての住宅に兼用又は併用するものに限る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ▲ 原動機を使わないものに限る

× ④▲ ⑥ ⑨ ○ ⑥⑩ ⑨ ⑥ × ×

④
⑥
⑨
⑩

▲

床面積300㎡以内
床面積600㎡以内
床面積6000㎡以内
食料品製造業又は飲料・たばこ・飼料製造業を
営む事業所で床面積3000㎡以内
原動機を使わないものに限る

× × ⑥■ ⑨■ ○ × ⑨■ ⑥■ × ×

⑥
⑨
■

床面積600㎡以内
床面積6000㎡以内
準工業地域で不可とされる事業のうち、金属加
工の事業に関するものに限り可能とする

④ ④ ⑥ ⑨ ○ ④ ⑨ ⑥ × ×

量が非常に少ない施設 × ④▲ ④ ○ ○ ⑥ ○ ○ × ×

量が少ない施設 × ④▲ ④ ○ ○ ⑥ ○ ○ × ×

量がやや多い施設 × × ④ ○ ○ ⑥ ○ ○ × ×

量が多い施設 × × × ○ ○ × ○ ○ × ×

※　本表に掲載した制限とは別に、農地法、農振法、森林法など他法令の規定により制限をうけることがあります。

備
　
考

工
場

、
倉
庫
等

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車
店等の店舗に併設するもので作業場の床面積が50㎡以内
作業場の床面積の合計が50㎡以内の工場で危険性や環境
を悪化させるおそれが非常に少ないもの

作業場の床面積の合計が150㎡以内の工場で危険性や環境
を悪化させるおそれが少ないもの

危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれ
のある工場

自動車修理工場 ④
⑥
⑨
▲

床面積300㎡以内
床面積600㎡以内
床面積6000㎡以内
附属建築物に限る火薬、石油

類、ガスな
どの危険
物の貯蔵・
処理の量

特定用途制限地域 地区名

※右欄の地区名称は縦書き

建築物の種類

建築基準法の分類



※R7年11月時点の案であり、今後変更する可能性があります

特定用途制限地域における建築物の用途制限（６/７） ホテル・遊戯施設
・風俗施設

• 集落内で、小規模なホテル、旅館が建築可能。 古民家をリノベーションした宿泊施設が可能です。

• 特定用途制限地域内では、遊戯施設、風俗施設の立地は不可。

• 集落内で、小規模な運動施設（例：パーソナルジム）は建築可能。「地域資源活用地区」で運動施設
は建築可能だが、ボーリング場とスケート場は遊戯施設扱いとし不可。「既存事業所等周辺地区」
「産業施設等周辺地区」では企業の福利厚生施設としての運動施設のニーズにも対応。

※ 既存不適格建築物は、建蔽率及び容積率の範囲内、既存の床面積の1.2倍以内、同一敷地内、
同用途等の条件を満たせば増築、改築可能。
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× ④ ④ × × ○ ○ × × ⑥
④
⑥
床面積300㎡以内
床面積600㎡以内

× ④ ④ ⑥ ⑥ △ ○ ○ × ⑥

④
⑥
△

床面積300㎡以内
床面積600㎡以内
ボーリング場及びスケート
場を除く

× × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × ×

× × × × × ▲ ▲ ▲ × × ▲ 観覧場に限る

× × × × × × × × × ×

× × × × × ○ ○ ○ × ×

× × ⑥ ○ ○ ⑥ ○ ○ × × ⑥ 床面積600㎡以内

※　本表に掲載した制限とは別に、農地法、農振法、森林法など他法令の規定により制限をうけることがあります。

備
　
考

結婚式場、葬儀場そ
の
他

ホテル、旅館

遊
戯
施
設

風
俗
施
設

ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ
練習場、バッティング練習場等

カラオケボックス等

麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券
発売所、場外車券売場等

劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラ
ブ等

キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場
等

展示場

特定用途制限地域 地区名

※右欄の地区名称は縦書き

建築物の種類

建築基準法の分類



※R7年11月時点の案であり、今後変更する可能性があります

特定用途制限地域における建築物の用途制限（７/７） 公共公益施設、
病院、学校等
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × ⑥ ○ ○ ○ ○ ○ × × ⑥ 床面積600㎡以内

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × × ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ③▲ ×
③
▲
床面積200㎡以内
一戸建ての住宅に兼用又
は併用するものに限る

○ ○ ○ × × × ○ ○ × ×

④ ④ ⑥ ⑥ ⑥ ○ ○ ○ × ×
④
⑥
床面積300㎡以内
床面積600㎡以内

× × × × × × ○ × × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑩▲ ⑩▲ ⑩▲ ⑩ ⑩ ○ ○ ○ ○ ○
⑩
▲

床面積15㎡以内
主たる建築物に附属するも
のに限る

※　本表に掲載した制限とは別に、農地法、農振法、森林法など他法令の規定により制限をうけることがあります。

都市計画決定が必要

公衆浴場、保育所等

診療所

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等

老人福祉センター、児童福祉施設等

自動車教習所

備
　
考

図書館等

巡査派出所、一定規模以上の郵便局等

神社、寺院、教会等

病院

ペット美容室又は動物病院

そ
の
他

近隣住民が利用する公民館、集会所

畜舎

公
共
公
益
施
設

、
病
院

、
学
校
等

幼稚園、小学校、中学校、高等学校

大学、高等専門学校、専修学校等

ごみ置場の上家

便所又は休憩所

バスの停留所の上家

卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、
ごみ焼却場等

特定用途制限地域 地区名

※右欄の地区名称は縦書き

建築物の種類

建築基準法の分類

⑩ ⑩ ⑩ ⑩ ⑩



２-２ 条例におけるその他の規定
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①用途の制限が適用されない場合 18

（建築物の用途の制限）
第４条 特定用途制限地域内においては、別表第１の左欄に掲げる区分に応じ、
それぞれ同表の右欄に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、次の各号
のいずれかに該当するときは、この限りでない。

（１）都市計画法施行令（昭和44年政令第158号）第21条各号及び政令第130条の
４第５号に掲げるもの

（２）国、都道府県、市町村又はそれらがその組織に加わっている法人、一部事
務組合若しくは広域連合の業務の用に供する建築物で規則に定めるもの

（３）農業又は林業の振興に資する建築物（畜舎を除く。）で規則に定めるもの
（４）都市計画においてその敷地の位置が決定しているもの

第4条：用途の制限の適用除外

以下の用途の建築物は、特定用途制限地域の規定に関わらず、適用除外を受け、建築で
きます。
（１）日本郵便の施設、電力・ガスの施設、自衛隊の施設、鉄道（北条鉄道）の施設など

（２）自治体が管理する施設

（３）農業用施設（ただし畜舎は除きます。適用除外を受けません。）
※個人や営農組合の農業用倉庫は、他法令の規制を受けない限り、どこでも建築可

（４）し尿処理場、ごみ焼却場など、別の都市計画が決定されている施設



②既存建築物に対する制限の緩和 19

（既存の建築物に対する制限の緩和）
第５条 法第３条第２項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物につい
て、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合又は次の各号に定める範
囲内において増築、改築若しくは移転をする場合においては、法第３条第３項
第３号及び第４号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。

（１）増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又
は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそ
れぞれ法第52条第１項、第２項及び第７項並びに法第53条の規定に適合するこ
と。

（２）増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えない
こと。

（３）増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合
計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

（４）前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容
量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基
準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

（５）用途の変更（次条第２項第２号に規定する範囲内のものを除く。）を伴わ
ないこと。

（６）移転が同一敷地内におけるものであること。

第５条：既存不適格の建築物で大規模修繕や規定する範囲内での増改築を行う場合

既存不適格の建築物において、同一敷地での増改築や増築後の床面積の合計が1.2倍以内など
の要件を満たす場合は、用途の制限が適用されません。



③申請敷地が複数の区域にまたがる場合 20

第７条：建築物の敷地が複数の区域にまたがる場合

（１）建築物の敷地が、特定用途制限地域とそれ以外の土地（例えば地区計画区域）にま
たがる場合、過半を占める地区の規定を適用します。
※例）工場を建築したい場合で、敷地が産業系の特定用途制限地域と工場が建築できない地区
計画区域にまたがっているが、産業系の特定用途制限地域の方が大きい場合は、工場は建築
できます。

（２）建築物の敷地が、特定用途制限地域同士の複数の地区にまたがる場合、過半を占
める地区の基準を適用します。
※例）工場を建築したい場合で、敷地が集落系地区と産業系地区にまたがっているが、集落系

   地区の方が大きい場合は、集落系地区の基準に合わせなければいけない。（≒この場合は小さ
く業種が限定された工場しか建築できない）

（建築物の敷地が特定用途制限地域の内外にわたる場合等の措置）
第７条 建築物の敷地が特定用途制限地域の内外にわたる場合においては、特定
用途制限地域に属する敷地が当該建築物の敷地の全部の過半となるときは、そ
の建築物又はその敷地の全部について、この条例の規定を適用する。

２ 建築物の敷地が別表第１の左欄に掲げる２以上の区分にわたる場合における
第４条の規定の適用については、その建築物又はその敷地の全部について、そ
の敷地の過半の属する区分に係る規定を適用する。



④建築物の高さの制限 21

第８条：建築物の高さの限度

（建築物の高さの限度）
第８条 特定用途制限地域内の建築物のうち、別表第２の左欄に掲げる区分に応
じ、中欄に掲げる建築物においては、それぞれ同表の右欄に掲げる高さを超え
てはならない。 

２ 前項の建築物の高さの算定は、次に定めるところによる。
（１）階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の
屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合
においては、その部分の高さは、５メートルまでは、当該建築物の高さに算入
しない。

（２）棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築
物の高さに算入しない。

線引き廃止後に導入する特定用途制限地域では、「最高高さの制限」を規定しています。

※指定する地区、建築する用途によって最高高さは変わります



④建築物の高さの制限（２） 22

条例別表第２（第８条：建築物の高さの限度 関係）

特定用途制限地域の区分 制限を受ける建築物 高さの限度

集落活力維持地区
集落活力再生地区
集落産業共生地区
農業保全地区
山林保全地区

工場、事務所、倉庫 １5ｍ

上記以外の建築物 １2ｍ

既存事業所等周辺地区
産業施設等周辺地区

すべての建築物 ２０ｍ

地域資源活用地区
地域拠点形成地区
公共公益施設等周辺地区

すべての建築物 31m

現在は建築物の立面図の添付は必須とはしていませんが、
市においても最高高さの基準内であるか確認しますので、
建築予定地の調査依頼をされる際は、調査依頼書、建築確認申請書に「最高高さが
記載された建築物の立面図」の添付をお願いします。



⑤特例許可によって建築する場合 23

第9条：特定用途制限地域の規定に合わないが、許可を受けて建築できる場合

建築したい建築物の用途が特定用途制限地域の規定に合わないが、該当用途の建築
物の利用が必要な場合は、市都市計画審議会で審議した上（第３項）で、環境を害する
おそれがない又は公益上やむを得ないと認められる建築物については市長が許可す
ることができます。（特例許可）

（特例による許可）
第９条 市長が特定用途制限地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又
は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物については、第４条及び前条の
規定は適用しない。

２ 前項の規定による許可（以下「特例許可」という。）を受けようとする者は、
市長に申請しなければならない。

３ 市長は、特例許可をする場合において、規則で定める場合を除き、あらかじ
め、加西市都市計画審議会（加西市都市計画審議会条例（昭和44年加西市条例
第33号）第１条に規定する加西市都市計画審議会をいう。）の意見を聴かなけ
ればならない。

４ 市長は、特例許可をする場合においては、第１条に掲げる目的を達成するた
めに、必要な限度において条件を付することができる。



⑤特例許可によって建築する場合（２） 24

第9条：特例許可

特例許可によって建築を行う場合、その
建築の計画について、市長への申請が必
要です。（建築確認の申請前）

許可が下りた場合は、左記通知書（案）の
とおり、申請者へ通知します。

建築確認申請において、特例許可での建
築を予定している場合は、許可通知書の
内容と申請内容が整合しているかどうか
ご確認をお願いいたします。



区域区分廃止後の建築制限一覧表 ※現時点の予定となります。事前にご確認ください。 25



特定用途制限地域における建築ルールの規定①

• 建ぺい率、容積率  市街化調整区域と同じ 60％ / 200％

• 日影規制、斜線制限 市街化調整区域と同じ （前スライドのとおり）

26

建築物の敷地の位置 敷地面積の最低限度

用途地域が区域の一部に存する大字 １３０㎡（≒４０坪）

用途地域が区域の一部又は全部に存
する大字に隣接する大字

１５０㎡（≒４５坪）

上欄のいずれにも該当しない大字 １８０㎡（≒５５坪）

※線引き廃止と同時にリニューアルする『加西市まちづくりと開発調整に関する条
例』において、特定用途制限地域での住宅建築にあたり、壁面後退等良好な住環境
形成のための建築ルールを規定しています（条例第45条、第46条）

●敷地面積の最低限度、壁面後退、専用通路の規定 （一戸建て専用住宅建築の場合）

• 一戸建て専用住宅敷地面積の最低限度（加西市まちづくりと開発調整に関する条例第４５条）

※市内各大字の最低面積がどれに該当するかを示した表を今後公開する予定



特定用途制限地域における一戸建て専用住宅の建築ルールの規定② 27

• 一戸建て専用住宅における専用通路の規定

（加西市まちづくりと開発調整に関する条例第４6条）

専用通路の延長 専用通路の幅員の最低限度

１５ｍ以内 ２ｍ

１５ｍを超えて３５ｍ以内 ３ｍ

３５ｍ超 ４ｍ

壁面後退 １ｍ

• 一戸建て専用住宅における壁面後退の規定

（加西市まちづくりと開発調整に関する条例第４6条）

※用途地域を含む大字や隣接する大字は除きます。



28

『加西市まちづくりと開発調整に関する条例』においてレッドゾーン、イエローゾーンにおける建築
行為の届出を義務付けています。（条例第44条）

特定用途制限地域における建築ルールの規定③

災害ハザードエリア 該当する災害の発生の恐れのある区域

レッドゾーン
※建築行為のうち、居室を有する建築物 
の新築を原則禁止する区域

土砂災害特別警戒区域

地すべり防止区域

急傾斜地崩壊危険区域

イエローゾーン
※建築行為を行う前に防災事前届出書を
提出し、事前に避難場所、避難経路を確認 
しなければならない区域

計画規模降雨（100年に1度の確率）に基づ
く想定浸水深が３．０ｍ以上の浸水想定区域

土砂災害警戒区域

• 災害の発生のおそれのある区域での建築

特定用途制限地域内における規則で定める災害の発生の恐れのある建築物の規制をすべき土地
の区域内において、居室を有する建築物は新築してはならない。ただし、市長が安全上又は避難上
支障がないと認めた時はこの限りではない。
※建築する場合は、事前に避難経路の確認等に関する届出が必要（防災事前届出書）
調査依頼書と同時提出をお願いします。

※過去の経験上、イエローゾーン内での建築は2～3件/年程度



３ 加西市特定用途制限地域の運用及び手続き

29



線引き廃止後の各種手続きについて ・建築確認申請は市内全域で必要です

主な手続き 対象

① 建築許可申請
（都市計画法）

市全域で許可申請 「不要」
※旧市街化調整区域で許可必要→不要に取扱い変更。

② 建築確認申請
（建築基準法） 市全域（都市計画区域外含む）で申請必要

③ 開発許可申請
（都市計画法）

・都市計画区域内3,000㎡以上で許可必要
・都市計画区域外10,000㎡以上で許可必要
※旧市街化区域、旧市街化調整区域で1,000㎡→3,000㎡に取扱い変更。

④ 開発に関する事前協議
（市の開発調整条例）

市全域1,000㎡以上で市と協議、住民説明必要
※線引き廃止後に条例を改正予定（対象となる事業、面積等が拡充されます）

⑤ 農地転用
（農地法）

市全域で許可申請
※旧市街化区域で届出→許可申請に取り扱い変更。

⑥ 土地取引に関する届出
（国土利用計画法）

・都市計画区域内5,000㎡以上で届出
・都市計画区域外10,000㎡以上で届出
※旧市街化区域2,000㎡→5,000㎡に取扱い変更。

⑦ 土地取引に関する届出
（公有地の拡大の推進に関する法律）

・道路、公園など都市施設の区域200㎡以上で届出
・都市計画区域内10,000㎡以上で届出
※旧市街化区域5,000㎡→10,000㎡に取扱い変更。
※旧市街化調整区域で届出不要→届出必要に取扱い変更。

「青色」：手続きの取扱いが緩和されるもの、 「橙色」：手続きの取扱いが強化されるもの

30



建築確認申請の手続きフロー 31

一般的な建築確認の手続きフロー （一戸建て専用住宅新築の場合）
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①②の提出があれば、市へ転送
※①は調査依頼と兼用とする

区域区分廃止後は建
築許可の手続き不要

特定用途制限地域の場合、
「①建築行為の事前届出」、「②防災事前届
出書（届出対象の場合のみ）」を併せて提出

①②の提出があれば、市へ転送
※①は調査依頼と兼用とする

区域区分廃止後は、調査書のやり
取りの方法を一部変更いたします。
詳細は次ページにて説明します。

特定用途制限地域内での建築にあたり、申請者（代理者）へは、建築確認申請の手続きの際に市へ建築
計画概要の届出を求めています。（市新開発調整条例等の手続き漏れなどを防ぐため）



※線引き廃止日より前に調査依頼される際は、この書類の提出をもっ
て、線引き廃止日以降の確認済証を発行する建築行為であると判断し
ますので、提出についてご協力お願いします。

建築確認申請事前届出（申請者→確認検査機関経由→市へ提出））
特定用途制限地域内で建築する場合 32

想定フロー

●民間確認検査機関に依頼する場合
①申請者（代理者）は民間確認検査機関への建築確認の
依頼と同時に届出（右様式）を提出（依頼書と兼用可能）
↓
②民間確認検査機関は市への調査依頼書と同時に届出
を提出（転送）
↓
③市は調査報告書作成と同時に届出内容をチェック
↓
④開発調整条例（市条例）その他手続き等の不備があれ
ば、その旨を調査報告書に記載し民間確認検査機関へ報告、
同時に申請者（代理者）に連絡

●県に依頼する場合
①申請者（代理者）は市へ建築確認申請書と同時に届出
を提出
↓
②市は進達書（道路調査など）作成と同時に届出内容を
チェック
↓
③新開発調整条例その他手続き不備があれば、その旨を
申請者（代理者）に連絡

特定用途制限地域内の建築の場合、建築確認申請事前届出（右様式）の提出をお願いします。



建築確認申請事前届出 記載事項（申請者→確認検査機関経由→市へ提出）
特定用途制限地域内で建築する場合 33

建築予定地の土地利用規制等

・特定用途制限地域の類型
・建ぺい率、容積率
・最高高さ制限
※特定用途制限地域で新たに規定
・壁面後退
・最低敷地面積
※市新開発調整条例で規定

申請者（建築主）記載

代理者 記載

建築予定地の災害ハザード関連
※市新開発調整条例で新たに規定

・災害ハザードの有無
Yゾーン（土砂災害警戒区域等）、R
ゾーン（土砂災害特別警戒区域等）
・浸水想定区域（計画規模）の有無
想定浸水深3.0ｍ以上～

いずれかに該当する場合は、防災事
前届も一緒に提出してください。



建築確認申請事前届出 記載事項（申請者→確認検査機関経由→市へ提出）
特定用途制限地域内で建築する場合 34

建築計画等を記載←市新開発調整条例の手続きが漏れていないか確認します。

・建築物の用途、構造 ・工事種別 ・建築物の高さ
・敷地面積、建築面積、延床面積 等

（参考）新開発調整条例の手続きが必要となるもの ※新開発調整条例の概要はHPで公開しています。

例１） 特定用途制限地域で３戸（室）以上の共同住宅や寄宿舎を建築する場合、住民説明等の手続
きが必要

例２） 敷地面積１０００㎡以上の建築の場合、市との事前協議や住民説明等の手続きが必要
※自己の居住する住宅等、対象外になるものもあります。

添付図書（確認申請
図書と兼用可）



建築確認申請事前届出の兼用（申請者→確認検査機関経由→市へ提出）
特定用途制限地域内で建築する場合 35

確認申請事前届は、建築予定地に関する調査依頼書と兼用可能です。（民間確認検査機関に提出する場合のみ）

調査依頼書と兼用する場合は、依頼書の「建築申請事前届
の兼用」欄にチェックをしてください。
※民間確認検査機関に確認申請を提出する場合のみ
※兵庫県に確認申請を提出する場合は、確認申請図書を
市に提出する際に建築申請事前届も提出してください。

調査依頼書の様式については、民間確認検査機関と調整
中です。今後変更する場合があります。

変更後の調査依頼書の運用は、
・R8.4月～
・区域区分廃止前でも検査機関と合意
できれば移行

のどちらにするか



想定フロー

●民間確認検査機関に依頼する場合
①申請者（代理者）は民間確認検査機関への建築確認の
依頼と同時に届出（右様式）を提出
↓
②民間確認検査機関は市への調査依頼書と同時に届出
を提出（転送）
↓
③市は調査報告書作成と同時に届出内容をチェック
↓
④届出内容に不備があれば、その旨を調査報告書に記載
し民間確認検査機関へ報告、同時に申請者（代理者）に連絡
※建築計画地の状況によって、必要な助言、指導を行い
ます

●県に依頼する場合
①申請者（代理者）は市へ建築確認申請書と同時に届出
を提出
↓
②市は進達書（道路調査など）作成と同時に届出内容を
チェック
↓
③届出内容に関すること、必要な助言、指導について申請
者（代理者）に連絡

災害ハザードエリア建築事前届出（申請者→確認検査機関経由→市へ提出））
特定用途制限地域内の災害の発生の恐れのある区域における建築の場合 36

災害の発生のおそれのある区域での建築の場合、建築確認の依頼先に届出（下記様式＋添付図書）をお願い
します。



災害ハザードエリア建築事前届出（申請者→確認検査機関経由→市へ提出））
特定用途制限地域内の災害の発生のおそれのある区域における建築の場合 37

建築計画について記載

・工事種別
・用途、構造
・階数、高さ

災害ハザードエリア建築事前届出書に添付す
る図書

・自主避難に関する自己申告書
・加西市災害時要配慮者避難支援計画に規定
する要配慮者が居住する場合は、要援護者登
録申請書の写し又は要援護者台帳の写し

・災害の発生の恐れのある区域
→R、Yゾーン、浸水想定区域（計画規
模）
→区域内に建築物を含んでいるか
（建築物にハザードエリアがかかってい
るか）



自主避難に関する申告書（申請者→確認検査機関経由→市へ提出））
特定用途制限地域内の災害の発生のおそれのある区域における建築の場合 38

避難場所の確認
申請地との位置関係や避難経路、距離
を示した図を作成

※市内の避難施設などは市HPで公開
しています。

・自主避難に関する自己申告書では、
①申請地と避難場所との位置関係
②避難経路及び避難場所までの距離 等を
確認

避難指示に従い、生命又は身体の保護
に努めることを確認

申請者以外の建築物使用者に対し、避
難場所等の周知徹底することの確認

申告者（建築主）

災害ハザードエリア建築事前届出書に添付する図書：自主避難に関する自己申告書



建築予定地 確認チェックシート

市では土地利用規制等の状況について、右のチェックシート
を参考に確認します。
必要な手続きが漏れている場合は、その旨を調査報告書に
記載し、検査機関へ返送します。
必要な手続き…市開発調整条例に係る協議や緑地整備等

・建築予定地の土地利用規制状況

・用途地域や特定用途制限地域の最低敷地面積、高さの
限度、壁面後退の確認
・特例許可の有無

・地区計画区域の有無
・その他の地域地区、建築協定区域の有無
・下水道区域についての確認

・都市計画法関連の手続きの有無
・盛土規制法の手続きの有無
※加西市は市全域が宅地造成工事規制区域に指定され
ています。

・災害ハザードの有無
→有の場合は、防災事前届を確認、指導・助言を行いま
す

建築確認済証発行日が線引き廃止日以降である場合に、
このチェックシートを使います

線引き廃止日より前に依頼された場合、意見欄に「建築
確認済証発行日は線引き廃止日以降にすること。」と意
見を付ける場合があります。

39



４ その他の法令規制、手続き（参考）
４-１ 開発許可面積の変更

40



線引き廃止により「開発許可の対象面積」が変更となります。

• 都市計画法施行令第19条の規定により、
開発許可の対象面積が1,000㎡→3,000㎡へ自動的に変更。
1,000㎡以上3000㎡未満の小規模な開発は都市計画法の許可不要となります。

都市計画法に基づく許可を要する開発行為

1,000
㎡以上

3,000㎡
以上

10,000㎡
以上

都市計画区域 市街化区域

市街化調整区域

3,000㎡
以上

10,000㎡
以上

開発許可必要

開発許可必要

開発許可必要

区　域 規制対象面積
区域面積

都市計画区域外

線引き

非線引き

1,000㎡
以上

線
引
き
廃
止

開発許可不要だが市条例の対象

許可不要となる1000㎡～3000㎡の小規模開発
については、市開発調整条例を改正し、市担当課と
の協議、住民説明に加え、都市計画法の開発許可と
同程度の技術基準への適合を必要とします。
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４ その他の法令規制、手続き（参考）
４-２ 新開発調整条例（市条例）の運用

（住民説明、県緑条例の代わりとなる
緑地ルールなど）
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・災害の発生のおそれのある区域に係る対応

・災害レッドゾーン区域
新築については原則建築禁止

・災害イエローゾーン区域
建築を行う場合、避難場所の確認に関する
書面の提出を求めます。
※確認申請の調査書に添付して同時提出

「（仮称）加西市まちづくりと開発調整に関する条例（新開発調整条例）」①
※詳細は検討中のため変更となる場合があります。

• 線引き廃止に伴い、市開発調整条例の条例対象
事業を拡大するなど、事前調整の基準、手続き
の変更を行います。

• 加西市では建築物の建築を伴わない1000㎡
以上の土地利用について、周辺地域との調和
を図ることを目的に、事前調整の基準、手続き
を市開発調整条例に定めています。

①特定用途制限地域内の協議対象行為を追加

②都市計画法の技術基準への適合

③地元自治会への事前説明＋協定締結

• 小規模開発（1,000～3,000㎡）に係る対応

↓改正後の開発調整条例の手続き（見込）■①新開発調整条例の改正概要
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• 現行条例と変わらず、建築確認申請をする前に、
条例に基づく事前協議手続きが必要です！



「（仮称）加西市まちづくりと開発調整に関する条例（新開発調整条例」②
※詳細は検討中のため変更となる場合があります。

■②新開発調整条例の対象となる行為（詳細）

・青色網掛けは新たに追加（分離）した対象行為。赤字は面積、その他条件等の変更。
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目的 対象行為 面積等条件 市との協議、住民説明

ア 造成
建築を目的とする土地の区画形質の変更（≒開発行
為）（事業区域の拡大含む。）

区域面積1,000㎡以上 協議+住民説明

イ 区域面積1,000㎡以上、かつ、2区画以上 協議+住民説明

ウ
上欄に該当しない開発行為のうち、特定用途制限地域
内、かつ、3区画以上

住民説明

エ 建築 大規模建築物の建築行為
高さ15ｍ以上又はその行為の対象となる建築面積
1,000㎡以上

協議+住民説明

オ 新築 建築物等の建築行為（新築に限る。） 区域面積1,000㎡以上 協議+住民説明

カ 区域面積1,000㎡以上（改築、用途変更が対象） 協議+住民説明

キ
上欄に該当しない建築行為のうち、特定用途制限地域
内、かつ、区域面積500㎡～1,000㎡（新築、改築、用
途変更が対象）

住民説明

ク 15戸（15室）以上
協議+住民説明（特定用途制限地域内に限り、＋自治会と
開発事業者との管理協定）

ケ
上欄に該当しない建築行為のうち、特定用途制限地域
内、かつ、3戸（3室）以上の事業

住民説明＋自治会と開発事業者との管理協定

コ 建築 深夜営業店舗の建築行為 23時～5時営業、かつ、区域面積1,000㎡以上 協議+住民説明+加西警察署協議

区域面積3,000㎡以上 協議+住民説明

区域面積1,000㎡～3,000㎡、かつ、盛土規制法適用 協議+住民説明

シ 建築 工作物の建築行為 高さ31ｍ以上 協議+住民説明

ス 土地利用
太陽光発電施設、蓄電池の設置
（事業区域の拡大含む。）

区域面積1,000㎡以上 協議+住民説明＋自治会と開発事業者との管理協定

セ 土地利用
太陽光発電施設、蓄電池の設置
（事業区域の拡大含む。）

区域面積200～1,000㎡ 住民説明＋自治会と開発事業者との管理協定

チ 建築
ホテル、旅館、簡易宿所（民宿など）、民泊施設、結婚式
場、葬儀場の建築行為

全て 協議+住民説明＋自治会と開発事業者との管理協定

分譲を目的とする土地の区画形質の変更（≒開発行
為）（事業区域の拡大含む。）

造成

サ
露天駐車場、資材置場の設置
（事業区域の拡大含む。）

特殊建築物等の建築行為（増築除く。）

長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿の建築行為（増築除く。）

改築
用途変更
（新築）

新築
改築

用途変更

土地利用

ホテル、旅館、簡易宿所（民泊など）、民泊施
設、畜舎、結婚式場、葬儀場の建築行為



「（仮称）加西市まちづくりと開発調整に関する条例（新開発調整条例）」③

※詳細は検討中のため変更となる場合があります。

都市計画
区域外

市街化
調整区域

市街化区域

県
緑条例
適用

県環境条例適用

都市計画
区域外

非線引き
都市計画
区域（用途地
域含む）

加西市（現行） 加西市（線引き廃止後）

県
緑条例
適用

新
開発調整
条例適用

都市計画

緑地の基準

• 現在、緑条例が適用されている都市計画区域外においては、引き続き県緑条例により緑化誘導。

※ 「県緑条例」とは、「緑豊かな地域環境の形成に関する条例」のこと。

※ 「県環境条例」とは、「環境の保全と創造に関する条例」のこと

• 緑地整備について、線引き廃止すると本来は県緑条例が適用されますが、本市の非線引き都市
計画区域においては、開発手続きに係る事業者・行政の負担軽減や、制度の分かりやすさ、市に
よる主体的なまちづくり推進の観点から県緑条例は適用せず、新開発調整条例に緑化誘導に関
する規定を盛り込み、緑化誘導を図る方向で県と協議調整中です。

• 新開発調整条例に緑化に関する規定を設け、緑条例が対象とする事業区域面積が1,000㎡以
上の開発行為について、同条例に基づき市が緑化誘導を行います。

※ 都市計画区域外における小規模開発（1,000～3,000㎡）の技術基準については、市開発調整条例を適用。

■③緑地整備の
基準について
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【特定用途制限地域】

【用途地域】

【都市計画区域外】

■緑豊かな地域環境の形成に関する条例
（県緑条例）

■加西市まちづくりと開発調整に関する条例
（新開発調整条例）

• 緑化基準の設定に関しては、
市の土地利用計画の区分に対
応する緑条例の基準と同等レ
ベルの基準とする。

• 加西市工場立地法準則条例に
より、用途地域の工業地域と工
業専用地域における緑地面積
率が5％となっていることとの
整合を図ります。

■事業区域面積1,000㎡以上の新築行為において必要な緑地面積

「（仮称）加西市まちづくりと開発調整に関する条例（新開発調整条例）」④

県緑条例の区域 緑化基準

1号区域 森林保全率50％以上

森を守る区域

2号区域 森林保全率30％以上

森を生かす区域

3号区域 緑地率20％以上

田園の区域

4号区域 緑地率10％以上

まちの区域

市土地利用計画 緑化基準

保全区域 森林保全率30％以上

緑地率20％以上

森林区域 森林保全率30％以上

緑地率20％以上

農業区域

集落区域活力維持型 緑地率20％以上

集落区域活力再生型

集落区域産業共生型 緑地率10％以上

特定区域

用途地域 緑化基準

1低專、2低專 緑地率20％以上

1中高、2中高、1住居、2住居、
近隣商業、準工業

緑地率10％以上

工業、工専 緑地率5％以上

【用途地域】

地区計画区域内は地
区計画の規定を優先

※詳細は検討中のため変更となる場合があります。
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今後の流れについて

区域区分廃止（線引き廃止）決定日：令和８年３月３０日、３月３１日、４月１日のいずれかで予定。
※廃止決定日は兵庫県と調整中です。廃止決定日が決まれば、市のホームページなどで掲示しますの
でご確認下さい。令和8年3月上旬には廃止日が決まると思います。

その他：
・区域区分廃止と同時に、加西市特定用途制限地域に関する条例が施行されます。
・施行日より、現在の市街化調整区域については、特定用途制限地域の規制へ移行します。
※現在の市街化区域（区域区分廃止後は非線引き都市計画区域の用途地域）や都市計画区域外につ
いては、変更ありません。
・調査依頼書等の様式は、区域区分廃止後の土地利用に即したものへの変更を予定しています。変更
後の様式は現在民間確認検査機関と調整中です。

～区域区分廃止決定 ・現在の手続きと変更ありません

令和８年３月末～４月
（予定）

・区域区分廃止 決定
・加西市特定用途制限地域に関する条例 等 施行

区域区分廃止決定～ ・特定用途制限地域の運用開始

以上で説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。

注意事項：
・許可権限を有する兵庫県では、市街化調整区域で建築される場合に必要な「建築許可」など都市計
画法に基づく許可、証明について、標準事務処理期間が１か月であることを踏まえ、３月初旬を目途
に、許可申請の受付を打ち切ることを検討しています。
・調整区域での建築で令和8年3月中に建築確認が必要な場合は、2月中の許可申請が必要です。
・線引き廃止日前後の確認済証発行は、廃止日まで待つか否か、適切な判断をお願いいたします。
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